
申告書中区分欄のどれに該当するか、フローチャートに沿って進んでください。

家屋敷、事務所・事業所課税区分フローチャート

賦課期日時点で、釜石市内に次のいず

れかを有している。

① 自己所有の建物

② 釜石市内に居住地がある

（借りているアパート・事務所等）

③ 有していない

① ②

③

借りているアパート等に独立

性はありますか？（※１）

Ａ ある

Ｂ ない ※１ 独立性とは

構造が実質的に独立した家屋とおなじ

であればよく、独立した家屋である必

要はありません。

（例えば、出入口、台所、トイレが共

用の下宿や寮は非該当です。）

B

A

対象となる建物は、次のいずれかにあてはまりますか？

ａ いつでも住める状態（単身赴任者が借りているアパート、社宅等）

ｂ 自営業(法人登記無し)を営んでおり、事業を行うための事務所・事業所

ｃ 貸し付けが目的の建物（自己所有のアパート等）

家屋敷を有しているため

申告書の提出が必要です。

申告書中区分『１ 家屋

敷』を〇で囲んでくださ

い。

事務所・事業所を有している

ため申告書の提出が必要です。

申告書中区分『２ 事務所・

事業所』を〇で囲んでくださ

い。

家屋敷、事務所・事業所

課税による納税義務は発

生しませんので、申告書

の提出は必要ありません。

ａ ｂ ｃ

家屋敷（ａ）、事務所・事業所（ｂ）に該当した方

申告書に記入の上、提出してください。

どちらかにあてはまりますか？

〇 賦課期日（毎年1月1日）において、釜石市に住民登録をしていない

〇 賦課期日（毎年1月1日）において、釜石市に住民登録しているが、

他の市区町村で個人住民税が課税されている

はい いいえ

家屋敷、事務所・事業所

課税による納税義務は発

生しませんので、申告書

の提出は必要ありません。


